
１２.追記について

埋蔵文化財に関する届出作成作業一式は現地での埋蔵文化財
調査は含まず、資料から読み取れる届出書類の作成のみで文
化庁等関連局との打合せは無いと考えてよろしいでしょうか。

土壌分析調査は本業務には含みません。ただし、書類作成に必要な現地
調査は本業務に含むものとします。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市立二ノ切温水プール改築工事設計委託

回　　　　答質疑事項

埋蔵文化財の試掘調査は本業務には含みません。また、埋蔵文化財に関
する手続きに必要な関係部局との協議、調整業務は本業務に含むものと
します。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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土壌分析調査は本業務には含みません。また、汚染土対策工事の範囲は
配置図内、新築施設設計箇所、既存施設箇所とします。

４．委託範囲

汚染土対策工事の設計・積算業務一式の業務にあたり対象の
土壌汚染調査は本業務に含まれないと考えてよろしいでしょう
か。また、汚染土対策工事範囲をお教え下さい。

１２.追記について

土壌汚染に係る土地の利用履歴報告書及び形質変更届に関す
る書類作成業務一式は机上作業のみで現地の土壌汚染調査を
含まないと考えてよろしいでしょうか。


